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（仮称）地域循環型食料システムの構築に向けた戦略策定支援業務 

及び中央卸売市場経営展望策定支援業務 

企画提案書募集要領 

 

１ 業務の名称 

（仮称）地域循環型食料システムの構築に向けた戦略策定支援業務 
及び中央卸売市場経営展望策定支援業務委託 
 

２ 業務の概要 

これまでの本市においては，「食料・農業・農村基本計画」に基づき，主に

農業者の所得向上など，産業としての農業振興を目的として進めてきたところ

である。 
こうした中，農業従事者の減少や気候変動による栽培環境の変化に伴う農作

物の収量の減少など，市民に対する食料の安定供給に向けては，これまでの農

業振興のための支援に加え， 農業者は生産した農水産物を市内に出荷し，加

工・流通・販売事業者は取扱量を増やし，市民は市内農水産物を消費するよう

意識の転換を図るとともに，宇都宮市民への食料安定供給の確保を図りながら

好循環いくための仕組み「（仮称）地域循環型食料システム」の構築を図って

いく必要がある。 
また，中央卸売市場においては，「（仮称）地域循環型食料システム」の中核

のとして，取扱数量の減少や市場外流通の増加，物流構造の変化などを背景に，

市場の持続的な運営に向けた経営展望の見直しが必要となっている。 
このため，本調査では，本市における農水産物の流通構造や流通量，物流体

制等について体系的な調査を行い本市農水産物の流通の実態を把握するとと

もに，農水産物の好循環の仕組み「（仮称）地域循環型食料システム」の構築

に向けた戦略及び「中央卸売市場の経営展望」の策定に向けた素案の作成を行

う。 
 

【本業務の構成】 
・ 第１部 農水産物流通実態に関する共通調査 
・ 第２部 中央卸売市場経営展望の策定支援 
・ 第３部 （仮称）地域循環型食料システム構築に向けた戦略の策定支援 

 
３ プロポーザルの内容 

 ⑴ 件名 

（仮称）地域循環型食料システムの構築に向けた戦略策定支援業務 
及び中央卸売市場経営展望策定支援業務委託 
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⑵ 業務内容 

詳細な業務内容は，仕様書のとおりとする。 

 ⑶ 選定方法 

    地方自治法施行令第１７６条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約

を前提とした公募型プロポーザル方式により，本件に係るプロポーザル審査

委員会を設置して提案内容の評価を行い，随意契約の候補者を選定する。 

 ⑷ 公募方法 

・ 宇都宮市ホームページに実施要領，参加申請書等を掲載し，提案を公募す

る。（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/） 

・ また，宇都宮市中央卸売市場においても実施要領等を配付する。 

⑸ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

⑹ 企画提案上限額 

２７，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ 金額は予定価格を示すものではなく，提案内容の規模を示すための参考

である。 

※ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず，消費税抜きの見積額に１０％で算出した消費税相当額を加算し

た総額が予算限度額の範囲内にあることを提案の必須条件とする。なお，

予算限度額を超えて提出された提案については『失格』とし，提案内容の

評価は行わない。 

※ 提案に係る見積書は，任意の様式により作成することとし，見積額は作

業項目ごとの内訳についても記載するものとする。 

 

⑺ プロポーザルに係るスケジュール 

内 容 日 時 

公募期間 
令和８年 ４月３０日（木）から 

 令和８年 ５月２８日(木)午後５時まで 

参加申請関係書類及び 

質問書の受付期限 
令和８年 ５月１４日（木）午後５時まで 

質問書に対する回答 令和８年 ５月１８日（月）までに回答 

提案書・見積書の提出期限 令和８年 ５月２８日（木）正午まで 

プレゼンテーション（審査） 令和８年 ６月 ２日（火） 

審査結果の通知 令和８年 ６月１０日（水） 

※ このスケジュールは変更する場合があります。 

 

 

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
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４ プロポーザルに係る事務を担当する部局の名称，所在地及び連絡先 

⑴ 名称 

宇都宮市 経済部 中央卸売市場 企画グループ 

⑵ 所在地 

〒３２１－０９３３ 栃木県宇都宮市簗瀬町１４９３番地 

⑶ 連絡先 

TEL：０２８（６３７）６０４１ 

FAX：０２８（６３７）９６９２ 

E-mail：u2330@city.utsunomiya.tochigi.jp 

 

５ プロポーザル手続等において使用する言語，通貨及び単位 

⑴ 言語 

日本語 

⑵ 通貨 

日本国通貨 

⑶ 単位 

日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位 

 

６ 参加資格等 

⑴ 参加資格 

本件プロポーザルに参加するものは，以下の条件をすべて満たすものとする。 
ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 
イ 宇都宮市の令和７～１０年度入札参加有資格者名簿（物品製造・販売・

委託業務・その他）の「調査・分析等業務」に登録されている者，または，

令和８年７月１日までに登録が完了する見込みの者（６月５日までに名簿

登録申請）。 
ウ 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止若しくは入札参

加保留の措置が行われている者又はこれらの措置要件のいずれかに該当

する事実があると認められる者ではないこと。 
エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し

立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。ただし，

手続開始の決定後，宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再認定を受け

た者を除く。 
オ 政令指定都市，中核市，特別区その他人口３０万人以上の基礎自治体に

おいて，農業分野又は経済産業分野等，類似の調査分析や中央卸売市場の

経営戦略策定支援業務等を受託した実績があること。 

mailto:u2330@city.utsunomiya.tochigi.jp


4 
 

カ 本業務の監督員及び業務主任担当者に相当する者がプレゼンテーション

に参加できること。 
 

⑵ 参加申請関係書類の提出 

本件プロポーザルへの参加を希望する者は，次のとおり「参加申請書」及び

参加資格オに掲げる「実績一覧」（以下「参加申請関係書類」という。）を提出

しなければならない。 
ア 提出書類 参加申請関係書類 
イ 提出期限 令和８年５月１４日（木）午後５時まで 
ウ 提出先  〒３２１－０９３３ 栃木県宇都宮市簗瀬町１４９３番地 

宇都宮市 経済部 中央卸売市場 企画グループ 

エ 提出部数 １部 
オ 提出方法 上記提出場所に持参または郵送にて提出すること。 

なお，提出時間は，宇都宮市の閉庁日を除く各日午前８時３０分

から午後５時までとする。 
         ※ 郵送の場合は令和８年５月１４日（木）必着 
 

７ 質問及び回答 

本件プロポーザル提案書の作成にあたり質問がある場合には，質問書を作成

し提出すること。 

⑴ 質問書の提出 

ア 提出期限 令和８年５月１４日（木）午後５時まで 

イ 提 出 先 〒３２１－０９３３ 栃木県宇都宮市簗瀬町１４９３番地 

宇都宮市 経済部 中央卸売市場 企画グループ 

ウ 提出方法 自由様式により電子メールで提出すること。 

なお，その他の方法での提出は無効とし，電話や窓口での口頭に

よる質問には応対しない。  

＜E-mail：u2330@city.utsunomiya.tochigi.jp＞ 

⑵ 質問への回答方法 

令和８年５月１８日（月）までに，質問者に関する情報を削除した上で，全

対象者へ電子メールにて回答する。 

なお，回答した内容は，本要領又は仕様書に対する追加又は修正とみなす。 

 

８ 提案書の提出について 

⑴ 提出書類 

提出できる提案は１案とし，本業務に係る下記の書類を提出すること。 

   ・ 企画提案書（任意様式） 

   ・ 見積書（任意様式） 

mailto:u2330@city.utsunomiya.tochigi.jp
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⑵ 提出期限 

令和８年５月２８日（木）午後５時まで（必着） 

⑶ 提出先 

〒３２１－０９３３ 栃木県宇都宮市簗瀬町１４９３番地 

宇都宮市 経済部 中央卸売市場 企画グループ 

⑷ 提出方法等 

・ 提出する提案は１案とし，持参又は郵送（書留に限る。）により提出する

こととし，その他の方法による提出は認めない。 

・ 持参により提案書を提出する場合の受付時間は，宇都宮市の閉庁日を除く

各日午前８時３０分から午後５時までとする。 

・ 要求した内容以外の書類，図面等については受理しない場合がある。 

⑸ 提出書類の規格 

・ 提案書は，本要領「９ 提案書記載事項」の項目に沿って作成すること。 

・ 原則として左綴じで作成すること。 

⑹ 提出書類の形態及び部数 

・ 提案書（紙媒体，カラー）・・・・・・・・・１０部（うち１部は未製本） 

・ 提案書の電子データ（DVD-R）・・・・・・・・１部 

（Microsoft office Word 又は PowerPoint で作成した電子データを提出 

すること。） 

・ 見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２部（原本１部，写１部） 

⑺ 疑義の照会 

提案書の内容等について，後日，宇都宮市から照会を行うことがある。 

⑻ 提案のための費用負担 

提案にかかる費用は，全て提案者の負担とする。 

⑼ 提案書の提出辞退 

参加を辞退する場合は，令和８年５月２８日（木）午後５時までに，辞退

することを本市へ電話連絡をした上で，必ず本市の様式により辞退届を持参，

または郵送により提出すること。なお，辞退は自由であり，今後，当該辞退

による不利益は生じない。 

⑽ その他 

ア 提案書の取扱い 

・ 企画提案書の提出後において，提案者の選定までの間は，提案書に記載

された内容の追加及び変更は認めない。ただし，当市が提案書の差し替

え，変更又は取り消しを認めたときはこの限りではない。 

・ 提出された企画提案書等は一切返却しない。 

・ 提出された企画提案書等は複製する場合がある。 
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イ 提案書の公開等 

・ 提出された提案書等は，宇都宮市情報公開条例に基づく情報公開請求の

対象となり，非公開とすべき部分を除き公開される場合がある。 

ウ 秘密の厳守 

・ 指名された者は，本プロポーザルにより知り得た情報を第三者に漏らし

てはならない。 

 

９ 提案書記載事項 

提案書の作成に当たっては，仕様書の内容及び以下の項目を踏まえ，構築性

が高く，具体的で効果的な内容を提案すること。 

また，提案書の表現については，専門的な知識を有しない者でも理解できる

よう，分かりやすいものとすること。 
構成については，以下に示す構成に沿って作成すること。 

・ 表紙，目次，本編で構成すること。 

・ 原則として，Ａ４判，横書きで作成すること。（縦型又は横型いずれかで統

一のうえ，縦型にあっては左綴じ，横型にあっては上綴じとする。） 

・ 図・表等は，Ａ３判（折込み）を可とする。 

① 表紙 

     「（仮称）地域循環型食料システムの構築に向けた戦略策定支援業務及

び中央卸売市場経営展望策定支援業務委託」 
と題名を記載し，提出日，提案者名を記載すること。 

② 目次 

目次を作成のうえ，参照先の頁番号を記載すること。 

③ 本編 

本編は，以下の記載項目一覧の順序，内容に従い作成することとし，全

ての項目について漏れなく記載すること。 

  
提出書類 備        考 

１ 実施体制 以下の点について記載すること。 

・配置予定の業務主任技術者，担当技術者 

※他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合には,

分担業務の内容,再委託先及びその理由を記載するこ

と。  

２ 業務担当者の経歴 以下の点について記載すること。 

・配置予定の業務主任技術者，担当技術者の経歴 

・手持ち業務は, 契約額１００万円以上の業務をすべて

記載（令和４年４月１日現在）  
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３ 過去５年間の同種または類似

業務の実績 

以下の点について記載すること。 

・同種または類似の業務実績 

※特に，本市と生産構造が類似する自治体における業務

実績を有する場合には，類似点を明確して記載するこ

と。 

※２に記載した配置予定の業務担当者が業務を参画し

ている場合には，業務における立場や内容，成果等を

記載すること。  

４ 業務の実施方針 以下の点について記載すること。 

・業務の実施方針，実施手法，実施フロー，工程計画及

びその他（仕様書に対する提案，意見等）必要な事項  

５ 仕様書に関する提案 
 

（１）第１部 農産物流通実態に関する共通調査 

 ①調査対象及び調査

方法 

 

・重点品目の考え方，選定方法を具体的に示すこと。 

・生産者，ＪＡ，中央卸売市場，直売所，小売店，飲食

店，学校給食関係者，流通事業者，消費者等に対し，ど

のようなアンケート調査，ヒアリング調査及び既存統計

分析を行うか提案すること。 

・また，調査件数及び回収率向上の工夫について具体的

に示すこと。 

  ②流通構造及び流通

量の把握 

 

・「生産→集荷→卸売→小売→消費」の流れをどのよう

に整理し，市内流通及び市外出荷の流れ，主要な流通経

路ごとの流量をどのように把握・推計するか提案するこ

と。 

・特に，ＪＡ出荷，市場流通，直売所，小売店，飲食店，

ＥＣ，学校給食等を含め，本市農産物流通の全体像が分

かる整理方法を示すこと。 

  ③需要及び規格外品

の把握 

 

・小売店，飲食店，学校給食，家庭消費等における市内

農産物の需要量及び市内農産物への切替可能量をどの

ように把握するか提案すること。 

・また，規格外品及び未利用農産物について，発生量，

処分方法，需要，販売可能性及び生産者所得向上への効

果をどのように把握するか提案すること。 

  ④物流構造及び課題

の整理 

 

・集荷方法，配送ルート，共同配送の可能性，物流コス

ト等をどのように把握し，物流上の課題をどのように整

理するか提案すること。 

・特に，出荷ロット，需給調整，配送体制，物流コスト

等について，どのような視点で分析するか示すこと。 
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 第２部 中央卸売市場経営展望の策定支援 

 ①市場を取り巻く環

境及び本市場の現状

分析 

 

・全国的な市場環境の変化及び本市場の現状をどのよう

に分析するか提案すること。 

・特に，本市場の流通圏，輸送ルート，主要な出荷者・

販売先，他市場との関係性，本市場の役割及び課題をど

のように把握するか示すこと。 

  ②将来需要及び市場

機能の検討 

 

・本市場の将来需要をどのように予測し，今後必要とな

る市場機能をどのように整理するか提案すること。 

・また，従来の市場機能に加え，新たな市場機能の可能

性についてどのように検討するか示すこと。 

  ③経営展望の取りま

とめ 

 

・本市場の課題，方向性及び今後取り組むべき施策をど

のように整理し，実効性のある経営展望として取りまと

めるか提案すること。 

 第３部 （仮称）地域循環型食料システム構築に向けた戦略の策定支援 

 ①地域内循環の実態

及び課題の整理 

 

・本市における地産地消率，市内需要に対する供給可能

性及び地域内循環の現状をどのように整理するか提案

すること。 

  ②地域循環型食料シ

ステムの方向性 

 

・流通及び物流における課題をどのように整理し，地域

循環型食料システムの検討につなげるか示すこと。 

・地域物流拠点，共同配送，学校給食との連携，直売ネ

ットワーク，ＥＣ連携，規格外品の活用等について，本

市においてどのような仕組みが考えられるか提案する

こと。 

・特に，地域内循環の拡大と生産者所得向上を両立する

仕組みを具体的に示すこと。 

  ③戦略素案の作成 ・現状，課題，方向性，今後検討が必要な事項をどのよ

うに整理し，戦略素案として取りまとめるか提案するこ

と。 

その他  会社概要 ・会社概要を記した資料（パンフレット等）を添付する。 

※ 仕様書に示す業務内容に係る要件を満たした上で，仕様書にない点等について，

より良い提案がある場合はその内容について明記すること。 

※ 仕様書の要件とは別に，本業務においてアピールする点があれば，その内容を

記載してもよい。 

 
10 提案内容の評価項目 

提案書の評価については，主に次の基準により総合的に行う。 

① 業務体制・実績 

② 企画提案内容の具体性及び実効性 
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③ プレゼンテーション 

④ 調査報告書等の作成能力 

⑤ 見積価格及びその妥当性 

⑥ 地域経済への貢献度 

 
11 審査方法及び審査結果 

提出された提案書の審査と併せて，提案内容に係るプレゼンテーション審査を

実施し，提案者への質疑等を行った上で，最も優れた提案をした提案者及び次点

を選定する。 
 

⑴ 提案のプレゼンテーション 

ア 日   時  令和８年６月２日（火） 

イ 場   所  当市の指定する場所（別途連絡） 

ウ 説明者 本業務遂行時の主務及び実務担当予定者（２名程度） 

エ 説明時間等  持ち時間２０分 
説明終了後に必要に応じて質疑応答を行う。（質疑応答に係

る時 間は持ち時間に含めない。） 
オ 説明資料等  資料は，提出した Microsoft office Word または PowerPoint

で作成した DVD-R のみ使用可能とする。なお，Microsoft 

Office がインストールされたパソコン，プロジェクター，

スクリーンは当市が用意する。 

 

⑵ 提案者の失格事項 

  次に掲げる場合に該当するときは，その者が提出した企画提案書を無効とし，

選定の対象外とする。 

・ 提出書類に虚偽の記載をした者 
・ 提出期限までに所定の書類を提出しなかった者 
・ 提案プレゼンテーションに参加しない者 
・ 企画提案書に記載された技術者等が，契約締結後に当該業務に従事できない者 

・ 受託候補者の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者 
・ その他この要領の諸条件に違反した者 

 
⑶ 審査結果の発表 

・ 審査結果については，令和８年６月１０日（水）以降に提案者へ書面で通

知する。 

・ 次点の者又は選定されなかった者は，その理由について説明を求めること

ができる。説明を求めるときは，通知を受けた日の翌日から起算して７日

（ただし，宇都宮市役所の閉庁日を含まない。）以内の午前８時３０分か
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ら午後５時までに審査結果の通知を持参の上，書面により申請するものと

する。なお，その回答は後日，書面により行うものとする。 
・ 審査結果に対する，異議申し立ては受け付けない。 
 

12 契約 

・ 最も優れた提案を行った提案者を契約候補者とし，随意契約を締結する予定

である。 
・ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は，次点の者を新たな契約候補者

とする。 
・ 契約手続き及び契約書は，宇都宮市契約規則の定めるところによる。 
・ 当市は，契約締結後においても，契約業者に本提案における失格事項又は不

正と認められる行為が判明した場合は，契約を解除できるものとする。 
 

13 留意事項  

ア 本市担当職員との連絡を密にして業務に当たること。 

イ 業務の進捗状況については，本市担当職員と協議し，その指示に従うこと。  

ウ 本業務の実施により得られた成果は，宇都宮市に帰属する。  

エ 本業務の仕様書に疑義が生じた場合は，本市担当職員と協議し，その指示

に従うこと。また，協議の結果を記した書面を本市に提出すること。 

オ 業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせようとするときは，あらかじ

め本市の承諾を求めること。また，委託業務の全部を再委託することはできな

い。 

 
14 その他 

この要領は，令和８年４月３０日から適用し，契約を締結した日の翌日にその

効力を失う。 


